
介
護

サ
ー

ビ
ス

事
業

所
等

の
指

定
等

に
係

る
市

町
村

長
と

の
事

前
協

議
制

の
確

立
に

つ
い

て

○
近

年
、

住
宅

型
有

料
老

人
ホ

ー
ム

に
併

せ
通

所
の

介
護

サ
ー

ビ
ス

を
展

開
す

る
事

業
者

や
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
を

展
開

す
る

事
業

者
が

増
加

傾
向

に
あ

る
が

、
こ

れ
ら

サ
ー

ビ
ス

の
指

定
権

限
は

市
町

村
に

な
く

、
市

町
村

の
財

政
負

担
と

介
護

保
険

料
の

増
加

等
の

多
大

な
影

響
を

及
ぼ

し
て

い
る

。

○
そ

の
た

め
、

全
て

の
介

護
等

施
設

の
設

置
及

び
サ

ー
ビ

ス
事

業
の

開
始

に
つ

い
て

都
道

府
県

知
事

と
市

町
村

長
と

の
事

前
協

議
制

を
確

立
し

、
市

町
村

長
の

意
見

を
十

分
に

考
慮

し
た

指
定

等
を

行
う

こ
と

が
で

き
る

よ
う

制
度

改
正

を
行

う
。

提
案

の
概

要
等

○
こ

の
小

規
模

の
通

所
介

護
事

業
所

に
つ

い
て

は
、

地
域

に
お

け
る

医
療

及
び

介
護

の
総

合
的

な
確

保
を

推
進

す
る

た
め

の
関

係
法

律
の

整
備

等
に

関
す

る
法

律
（

平
成

2
6

年
法

律
第

8
3

号
）

に
お

い
て

、
介

護
保

険
法

（
平

成
９

年
法

律
第

1
2

3
号

）
を

改
正

し
、

市
町

村
が

指
定

・
監

督
す

る
地

域
密

着
型

サ
ー

ビ
ス

に
位

置
づ

け
た

と
こ

ろ
で

あ
り

、
平

成
2

8
年

４
月

１
日

の
施

行
を

予
定

し
て

い
る

。

○
こ

の
こ

と
に

よ
り

、
市

町
村

に
お

い
て

、
関

係
者

の
意

見
を

反
映

さ
せ

る
た

め
に

必
要

な
措

置
を

講
じ

、
市

町
村

の
判

断
に

よ
り

事
業

所
指

定
に

当
た

っ
て

の
条

件
を

付
す

な
ど

、
市

町
村

が
地

域
の

実
情

に
応

じ
、

主
体

的
に

判
断

し
つ

つ
、

見
込

み
量

を
確

保
す

る
こ

と
が

可
能

と
な

る
と

考
え

て
い

る
。

○
通

所
介

護
事

業
所

数
は

増
加

傾
向

に
あ

っ
て

、
特

に
小

規
模

型
事

業
所

の
増

加
が

著
し

い
。

＜
事

業
所

数
の

推
移

＞

○
ま

た
、

障
害

福
祉

サ
ー

ビ
ス

に
お

け
る

指
定

制
度

に
つ

い
て

は
、

介
護

保
険

制
度

に
お

け
る

通
常

規
模

型
の

通
所

介
護

事
業

所
等

と
同

様
に

都
道

府
県

が
指

定
す

る
こ

と
と

な
っ

て
い

る
。

厚
生

労
働

省
と

し
て

の
考

え
方

通
所

介
護

事
業

所
数

1
9

,3
4

1
(H

1
8

.4
)

→
3

9
,1

9
6

(H
2

6
.3

)
＋

約
1

0
3

%

（
う

ち
小

規
模

型
事

業
所

）
7

,0
7

5
 (

H
1

8
.4

)
→

2
1

,2
1

8
(H

2
6

.3
)

＋
約

2
0

0
%
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○
増

加
す
る
小

規
模

の
通

所
介

護
の

事
業

所
に
つ
い
て
、
①

地
域

と
の

連
携

や
運

営
の

透
明

性
を
確

保
す
る
た
め
市

町
村

が
指

定
・
監

督
す
る
地

域
密

着
型

サ
ー
ビ
ス
へ

の
移

行
、
②

経
営

の
安

定
性

の
確

保
、
サ

ー
ビ
ス
の

質
の

向
上

の
た
め
、
通

所
介

護
（
大

規
模

型
・
通

常
規

模
型

）
や

小
規

模
多

機
能

型
居

宅
介

護
の

サ
テ
ラ
イ
ト
事

業
所

へ
の

移
行

を
検
討
。

○
地
域
密
着
型
通
所
介
護
は
利
用
定
員
１
８
人
以
下
と
す
る
こ
と
を
予
定
し
て
お
り
、
平
成
２
８
年
４
月
施
行
予
定
。

地
域
密
着
型
通
所
介
護

※
利

用
定

員
1
8
人

以
下

の
予
定

（
平

成
2
8
年
4
月
施
行
予
定
）

小
規
模
多
機
能
型
居
宅
介
護
の

サ
テ
ラ
イ
ト
型
事
業
所

見
直

し
案

大
規
模
型

大
規
模
型

【
前
年
度
1
月
当
た
り
平
均
利
用
延
人
員
数
：
7
5
0
人
超
】

現
行

通
常
規
模
型

【
前
年
度
1
月
当
た
り
平
均
利
用
延
人
員
数
：
3
0
0
人
超
】

小
規
模
型

【
前
年
度
1
月
当
た
り
平
均
利
用
延
人
員
数
：
3
0
0
人
以
内
】

都 道 府 県 が 指 定

地 域 密 着 型 サ ー ビ ス

( 市 町 村 が 指 定)

都 道 府 県 が 指 定

※
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
と

し
た
場
合
の
市
町
村
の
事
務
等

○
事
業
所
の
指
定
・
監
督

○
事
業
所
指
定
、
基
準
・

報
酬
設
定
を
行
う
際
、
住
民
、
関
係
者
か
ら
の
意
見
聴
取

○
運
営
推
進
会
議
へ
の
参

加
等

※
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
は

、
市
町
村
の
判
断
で
公
募
に
よ
り
事
業
者
を
指
定
で
き
る
。

通
常
規
模
型

（
注

）
事

業
所

規
模

は
現

在
の

取
扱

い
を
記

載
。
見

直
し
に
際

し
て

は
ど
の
範
囲
を
小
規
模
型
と
す
る
か
は
改
め
て
検
討
。

認
知
症
対
応
型

認
知
症
対
応
型

市 町 村 が

指 定※

※
地

域
密

着
型

サ
ー
ビ
ス

大
規

模
型

／
通

常
規

模
型

の
サ

テ
ラ
イ
ト
型

事
業
所

1

小
規

模
通

所
介

護
の

移
行

に
つ
い
て
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注
）

各
年

度
の

請
求

事
業

所
数

の
値

は
、
介

護
給

付
費

実
態

調
査

を
用

い
て
、
各

年
度

の
３
月

サ
ー
ビ
ス
分

（
４
月

審
査

分
）
の

値
と
し
て
い
る
（
つ
ま
り
、
各

年
度

末
の
値
を
記
載
し
て
い
る
）
。

○
平
成
１
３
年
度
末
と
比
べ
、
介
護
報
酬
請
求
事
業
所
数
は
、
約
４
倍
（
9
,
7
2
6
か
所
→
3
9
,
1
9
6
か
所
）
に
増

加
し
た
。

○
特
に
小
規
模
型
事
業
所
の
増
加
率
が
高
く
な
っ
て
い
る
。

小
規

模
型

事
業

所
：

7
,
0
7
5
事

業
所

（
H
1
8
.
4
）

→
2
1
,
2
1
8
事

業
所

（
H
2
6
.
3
）

（
＋

約
2
0
0
%
）

通
所

介
護

全
体

：
1
9
,
3
4
1
事

業
所

（
H
1
8
.
4
）

→
3
9
,
1
9
6
事

業
所

（
H
2
6
.
3
）

（
＋

約
1
0
3
%
）
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年
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年
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小
規
模
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外
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※
前

年
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１
月

当
た
り
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平
均

利
用

延
人

員
数

・
・
・
３
０
０
人

以
内

：
小

規
模

７
５
０
人

以
内

：
通

常
規

模
９
０
０
人

以
内

：
大

規
模
Ⅰ

そ
れ
以
上
：
大
規
模
Ⅱ
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